
ユネスコスクールの統廃合等について

ユネスコスクール加盟校 ユネスコスクール加盟校

引き続きユネスコスクールと
して認定が継続される

ユネスコスクール加盟校 ユネスコスクール非加盟校

ユネスコスクール加盟国内審
査の対象となる

統廃合等に伴うステータスの取り扱いについては、以下の通りです。個別のケースでご判断に迷う場合はユネスコスクール
事務局（ webmaster@accu.or.jp )までお問い合わせください。

また、学校の統廃合等により現在のユネスコスクール登録名が実態と異なる場合／今後その予定がある場合は、必ず事務局
へご一報ください。必要な手続きについてご案内いたします。

→ただし、校名変更手続きが必要

→統合の翌年度の審査対象となり、
審査時期の延期は不可

→詳細は以下を参照

統合したA学校※1

B学校
（ユネスコスクール加盟校）

C学校
（ユネスコスクール非加盟校）

ユネスコスクール加盟国内審査（統合の翌年度※2）※3

統廃合等の事由によるユネスコスクール加盟国内審査

審査
通過

ユネスコ本部に正式加盟申請し認定された場合、A学校はユ
ネスコスクール加盟校として活動

審査
非通過

A学校として引き続きチャレンジ期間を継続し、翌年度のユ
ネスコスクール加盟国内審査を受けることも可能

D学校
（ユネスコスクール非加盟校）

※1 A学校は1校以上のユネスコスクール加盟校＋1校以上のユネスコスクール非加盟校が含まれる
※2 審査時期は変更不可のため、何らかの事由によりユネスコスクール加盟国内審査を受けられない場合は、新たに加盟申請を行うこと
※3 ユネスコスクール事務局より詳細について連絡を受け、ASPUnivNet支援担当大学から助言を受ける

ただし、本手続きについてはユネスコ本部の方針により変更の可能性がございます
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